
令和７年７月28日  招集 

令和７年門真市教育委員会第７回定例会 

    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

門 真 市 教 育 委 員 会

議 案 書





日 程 事 件 番 号 ペ ー ジ

第１ ―

第２ ―

第３ 議案第27号 1

第４ 議案第28号 4

第５ 議案第29号 6

第６ 8

門真市立北巣本小学校敷地の設定について

諸報告

議事日程

門真市教育委員会第７回定例会

令和７年７月28日（月）午後２時

本 館 ４ 階 委 員 会 室

件　　　　　　　　　　名

会議録署名委員の指名

会期の決定

令和８年度中学校使用教科用図書の採択について

令和８年度小学校使用教科用図書の採択について



議案第27号 

門真市立北巣本小学校敷地の設定について

市長所管の普通財産を門真市立北巣本小学校敷地の一部として行政財産（教育財産）

に設定するにつき、教育委員会の議決を求める。 

令和７年７月28日 提出 

門真市教育委員会教育長 八木下 理香子   

提案理由 

財産活用課所管の普通財産について、仮設校舎の建設に伴い、門真市立北巣本小学

校敷地の一部として行政財産（教育財産）に設定するにつき、本案を提出するもので

ある。
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敷地の設定をする教育財産 

１．設定する教育財産     旧門真市立北巣本幼稚園敷地 

 ２．所在地及び設定する敷地  門真市北巣本町91番４ 土地 88.00㎡ 

                       92番６ 土地 62.80㎡ 

                       93番８ 土地158.92㎡ 

 ３．設定年月日        令和７年７月予定 

 ４．設定前の所管課      総務部財産活用課 

 ５．設定後の所管課      教育部教育総務課 
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凡 例

教育財産に
変更する箇所

学校境界線

旧北巣本幼稚
園敷地

91番４

93番８

92番６

北巣本小学校
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議案第28号 

令和８年度小学校使用教科用図書の採択について 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和38年法律第182号）第13

条第１項及び同法施行令（昭和39年政令第14号）第14条の規定に基づき、令和８年度

小学校使用教科用図書を採択するにつき、教育委員会の議決を求める。 

  令和７年７月28日 提出 

 門真市教育委員会教育長 八木下 理香子  

提案理由 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令（昭和39年政令第14

号）第15条第１項において同一の教科用図書を採択する期間を４年としていることか

ら、市立小学校において使用する令和８年度使用教科用図書については、令和７年度

と同一の教科用図書を採択するため、本案を提出するものである。 
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種　目 発行者 書　　名

国　語 東京書籍 新しい国語

書　写 東京書籍 新しい書写

社　会 東京書籍 新しい社会

地　図 帝国書院 楽しく学ぶ　小学生の地図帳

算　数 啓林館 わくわく算数

理　科 啓林館 わくわく理科

生　活 光村図書 せいかつ　たんけんたい

音　楽 教育芸術社 小学生の音楽

図画工作 日本文教 図画工作

家　庭 開隆堂 わたしたちの家庭科

保　健 光文書院 小学保健

英　語 東京書籍
NEW HORIZON

Elementary English Course

道　徳 東京書籍 新しい道徳

令和８年度使用教科用図書〔小学校用〕
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議案第29号 

令和８年度中学校使用教科用図書の採択について 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和38年法律第182号）第13

条第１項及び同法施行令（昭和39年政令第14号）第14条の規定に基づき、令和８年度

中学校使用教科用図書を採択するにつき、教育委員会の議決を求める。 

  令和７年７月28日 提出 

 門真市教育委員会教育長 八木下 理香子  

提案理由 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令（昭和39年政令第14

号）第15条第１項において同一の教科用図書を採択する期間を４年としていることか

ら、市立中学校において使用する令和８年度使用教科用図書については、令和７年度

と同一の教科用図書を採択するため、本案を提出するものである。 
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種　目 発行者 書　　名

国　語 光村図書 　国語

書　写 光村図書 　中学書写

社　会
（地理的分野）

帝国書院
　社会科　中学生の地理
　世界の姿と日本の国土

社　会
（歴史的分野）

帝国書院
　社会科　中学生の歴史
　日本の歩みと世界の動き

社　会
（公民的分野）

帝国書院
　社会科　中学生の公民
　よりよい社会を目指して

地　図 帝国書院 中学校社会科地図

数　学 数研出版 これからの数学

理　科 啓林館 未来へひろがるサイエンス　

音　楽
（一般）

教育芸術社 中学生の音楽

音　楽
（器楽合奏）

教育芸術社 中学生の器楽

美　術 開隆堂 美術

保健体育 学研 新・中学保健体育

技術・家庭
（技術分野）

東京書籍 新編　新しい技術・家庭　技術分野

技術・家庭
（家庭分野）

東京書籍 新編　新しい技術・家庭　家庭分野

英　語 東京書籍 NEW HORIZON

道　徳 東京書籍 新編　新しい道徳

令和８年度使用教科用図書〔中学校用〕
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諸　報　告

番　号 報　　告　　事　　項

１ 門真市幼児教育振興検討委員会における諮問及び委員について
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